
08 浜松学院大学及び浜松学院大学短期大学部における公的研究費の取扱いに関する規程

（目的）

第１条　この規程は、浜松学院大学及び浜松学院大学短期大学部（以下「本学」という。）における、公的研究

資金を原資とする科学研究費補助金をはじめとした公的研究費（以下「公的研究費」という。）の取扱いに関

し、適正な運営及び管理を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　公的研究費の取扱いに関しては、国及び地方公共団体の法令、条例、規則、資金配分団体等が定めるル

ール等によるほか、この規程による。

（定義）

第３条　この規程において「公的研究費」とは、次に各号に掲げるものをいう。

一　国または地方公共団体から配分される競争的研究資金、助成金、寄付金等

二　国または地方公共団体が所管する法人等から配分される競争的研究資金、助成金、寄付金等

２　この規程において「学園」とは、学校法人興誠学園のことをいう。

３　この規程において「大学」とは、浜松学院大学のことをいう。

４　この規程において「短大部」とは、浜松学院大学短期大学部のことをいう。

（責任者と権限）

第４条　本学における公的研究費を適正に運営及び管理するために最高管理責任者、統括管理責任者及び部局責

任者を置く。

２　最高管理責任者は、本学全体を統括し、公的研究費の運営及び管理について最終責任を負う者とし、学長を

もって充てる。

３　最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って公的研究費の運営及び管理が行えるよ

う、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

４　統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について本学全体を統括する者と

し、事務部長（短大部にあっては事務長。以下同じ）をもって充てる。

５　部局責任者は、本学の各組織における公的研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つものと

し、大学にあっては学部長、短大部にあっては短期大学部部長をもって充てる。

（事務処理手続のルール）

第５条　公的研究費の事務処理手続きについては、学長が別に定めるもののほか、学校法人興誠学園経理規程及

び同規程細則を準用する。

（研究者等の責務）

第６条　公的研究費の交付を受けた研究者（以下「研究者」という。）は、公的研究費の執行上の責任者とし

て、研究を遂行する。

２　事務職員は、公的研究費の経費管理及び諸手続に当たり、公的研究費の適正かつ効率的な執行を確保する。

３　研究者及び事務職員（以下「研究者等」という。）は、学術研究が社会の発展や人類の進歩に貢献する欠か

せない崇高な営みであることを認識し、関係法令、資金配分団体、本学及び学園が定める規程等を遵守しなけ

ればならない。

４　研究者等は、モニタリング、監査及び調査等に積極的に協力しなければならない。

５　研究者等は、常に高い倫理性を保持し、不正行為及び不適切な行為をしてはならない。

６　研究者等は、公的研究費を公正かつ効率的に使用しなければならない。



（モニタリング）

第７条　公的研究費の適正な運営及び確保のため最高管理責任者のもとに、研究費の使用状況等についてモニタ

リングを行うものとする。

２　モニタリングに関わる業務は、研究者の所属する大学または短大部の教育方法・研究部（短大部にあっては

教育方法部。以下同じ）が行う。

（内部監査）

第８条　公的研究費の適正な運営及び管理を図るため、最高管理責任者のもとに内部監査委員会を組織し、監査

を行うものとする。

２　内部監査委員会の委員は、本学の教職員の内から３名以上の者を最高管理責任者が委嘱する。ただし、必要

に応じ学外の専門知識等を有する者を含めることができる。

３　監査を行う者は、その活動により知り得た情報の秘匿義務を負う。

４　内部監査委員会は、内部監査を行った結果を、最高管理責任者に報告しなければならない。

（不正防止計画）

第９条　最高管理責任者は、本学全体の観点から不正防止計画を策定し推進する。

２　公的研究費の運営または管理に関し、不正の疑いがあるときは、最高管理責任者は内部監査委員会に指示

し、速やかに調査を行う。

（不正行為への通報窓口）

第10条　本学内外からの公的研究費の不正な執行及び運営等に関する通報を受ける窓口は、学園本部事務長及び

大学の事務部長とし、その取扱いは学校法人興誠学園公益通報に関する規程による。

（相談窓口）

第11条　本学において公的研究費の取扱いに関する相談を受け付け、効率的な研究の推進を支援する相談窓口を

置く。

２　相談窓口は、大学及び短大部の教育方法・研究部及び事務室総務課とする。

（事務の取扱い）

第12条　この規程の定めに関わる事務は、事務室総務課があたる。必要に応じ他の部署も相互に協力しなければ

ならない。

（規程の改廃）

第13条　この規程の改廃は、教授会の意見を聴いて学長が決定する。

（雑則）

第14条　この規程に定めるもののほか、公的研究費の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。

　

附 則

この規程は、平成20年９月27日から施行する。

附 則

この規程は、平成27年４月１日から実施する。


